2025年　月　日
神奈川県立　    　　　        学校
校長    　　　　　　　　　　　様
神奈川県立障害児学校教職員組合
                                                 　　　           　　　　　　        分会
学校運営等に関する要求書（ひな型）
（『2025年度当初の校長交渉について』を参考に、分会で加除訂正してご活用ください。
ワードデータを分会長一斉メールで添付送付します。この部分は削除してお使いください。）

　貴職の学校運営に対する日頃のご尽力に敬意を表します。
　さて、私たち神奈川県立障害児学校教職員組合は、障害のある子どもたちにとってよりよい教育を進め、神奈川県の障害児教育を豊かに発展させるためには、教職員がいきいきと元気に働ける職場づくりが欠かせない条件であると考えています。
　そのためには次の二つの視点が肝要と考えます。一つは、学校は協力・共同の職場であり、教職員がチームワークを発揮できる環境が整えられているかということです。もう一つは、教職員が子どもたち一人ひとりに寄り添い、きめ細かい指導を行うための時間的・精神的な余裕があるかということです。
教職員をはじめとする学校職員の不足・未配置は職員全体の過重労働となり、長時間・過密労働の基となっています。毎日の安心・安全な学校生活の運営はもちろん、応援態勢の厳しさから学校行事や宿泊行事の縮小などの事態を多くの学校で招いています。教職員をはじめとする学校職員の長時間過密労働を軽減し、教育の質を確保することは私たちの共通の課題となっています。
　以上の観点から下記事項について要求いたします。真摯なご回答をお願いいたします。

記

１．全教職員の合意を尊重する学校運営が行われるようお願いします。
２．勤務時間の割振り（始業・終業時間、休憩時間）を非正規を含む全職員に明示し、休憩時間や始
業・就業時間が通常と違う場合は朝の打ち合わせで周知してください。その際に、教員には、給特法により、限定4項目(①生徒の実習、②学校行事、③職員会議、④非常災害、児童生徒の指導に関し緊急の措置を必要とする場合等）以外の時間外勤務は命じられないことを説明してください。
３．会計年度任用職員の勤務時間を職場内で周知させ、その勤務時間の順守を図るとともに、報酬・手当・休暇等を職員に明示してください。やむを得ず時間外勤務を命じる場合は、適切に勤務の割り振りを行い、できない場合は時間外手当を教職員人事課に申請してください。
４．「子の看護等休暇」の取得事由拡大、「育児部分休業」の範囲拡大、子育て世代の時間外勤務免除請求の範囲拡大など、4月から拡大された権利について職員に周知してください。
５．勤務時間管理システムを活用した職場全体の勤務実態集計結果やストレスチェックの集団分析結
果を全職員に公表し、校内衛生委員会、職員会議等を活用し、職員の長時間過密労働、勤務環境等に
ついて協議し、必要な改善を行って下さい。また、月80時間を超える時間外勤務をした教職員には産
業医による面接指導の受診をすすめてください。
６．年度途中に任用された臨任・会計年度任用職員・任期付職員に任用期間・任用条件について本人に分かるような形で明示し、庶務事務システムの入力方法・手続きについて研修を行ってください。休暇制度について、臨任・会計年度任用職員、任期付職員を含む全職員に周知してください。
7．人事評価結果に基づく昇給区分の決定や勤勉手当の成績率に、「いたずらに格差」が生まれないように配慮してください。
8．セクハラ・パワハラ・体罰・いじめ・虐待の防止、障害者の権利擁護について議論し、非正規を含む全教職員の合意形成を図ってください。
9．学校閉庁日については、年休取得を強制できません。この制度趣旨を踏まえ、必要に応じて在宅勤務が認められることを全職員に周知してください。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上
